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改正 令和７年５月２９日 原規総発第 2505298 号 原子力規制委員会決定 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規

制委員会の処分に係る審査基準等の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

令和７年５月２９日 

 

原子力規制委員会   

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子

力規制委員会の処分に係る審査基準等の一部を改正する規程 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規

制委員会の処分に係る審査基準等（原規総発第 1311275 号）の一部を、別表によ

り改正する。 

 

附 則 

この規程は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電

気事業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第４４号）附則第１条第４号に

掲げる規定の施行の日（令和７年６月６日）から施行する。 
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別表 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等 新旧対照表 
（下線部分は改正部分）  

改  正  後 改  正  前 

（別表） 

条文 内容 審査基準又は処分基

準 

標準処理

期間 

（略） （略） （略） （略） 

【発電用原子炉の規制】 

（略） （略） （略） （略） 

第４３

条の３

の２４

第１項 

（略） （略） （略） 
発電用原子炉設

置者（実用発電

用原子炉に係る

ものに限り、第

４３条の３の３

４第２項及び第

４３条の３の３

５第２項におけ

る廃止措置計画

の認可を受けた

者を除く。）が定

めた保安規定の

変更の認可 

（略） 

 

６月（発

電用原子

炉施設の

増設の場

合及び実

用炉規則

第９２条

第２項に

規定する

場合以外

は３月） 

（別表） 

条文 内容 審査基準又は処分基準 標準処理

期間 

（略） （略） （略） （略） 

【発電用原子炉の規制】 

（略） （略） （略） （略） 

第４３

条の３

の２４

第１項 

（略） （略） （略） 
発電用原子炉設

置者（実用発電

用原子炉に係る

ものに限り、第

４３条の３の３

４第２項及び第

４３条の３の３

５第２項におけ

る廃止措置計画

の認可を受けた

者を除く。）が定

めた保安規定の

変更の認可 

（略） 

 

６月（発

電用原子

炉施設の

増設及び

実用炉規

則第９２

条第２項

各号に掲

げる場合

以外は３

月） 
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（略） （略） （略） 

発電用原子炉設

置者（実用発電

用原子炉に係る

ものに限り、第

４３条の３の３

４第２項及び第

４３条の３の３

５第２項におけ

る廃止措置計画

の認可を受けた

者に限る。）が定

めた保安規定の

変更の認可 

（略） ６月（発

電用原子

炉施設の

増設の場

合及び実

用炉規則

第９２条

第２項に

規定する

場合以外

は３月） 

（略） （略） （略） 

発電用原子炉設

置者（研究開発

段階炉に係るも

のに限り、第４

３条の３の３４

第２項及び第４

３条の３の３５

第２項における

（略） ６月（発

電用原子

炉施設の

増設の場

合以外は

３月） 

（略） （略） （略） 

発電用原子炉設

置者（実用発電

用原子炉に係る

ものに限り、第

４３条の３の３

４第２項及び第

４３条の３の３

５第２項におけ

る廃止措置計画

の認可を受けた

者に限る。）が定

めた保安規定の

変更の認可 

（略） ６月（発

電用原子

炉施設の

増設及び

実用炉規

則第９２

条第２項

各号に掲

げる場合

以外は３

月） 

（略） （略） （略） 

発電用原子炉設

置者（研究開発

段階炉に係るも

のに限り、第４

３条の３の３４

第２項及び第４

３条の３の３５

第２項における

（略） ６月（発

電用原子

炉施設の

増設及び

研開炉規

則第８７

条第２項

各号に掲
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廃止措置計画の

認可を受けた者

を除く。）が定め

た保安規定の変

更の認可 

（略） （略） （略） 

発電用原子炉設

置者（研究開発

段階炉に係るも

のに限り、第４

３条の３の３４

第２項及び第４

３条の３の３５

第２項における

廃止措置計画の

認可を受けた者

に限る。）が定め

た保安規定の変

更の認可 

（略） ６月（発

電用原子

炉施設の

増設の場

合以外は

３月） 

（略） （略） （略） （略） 
 

廃止措置計画の

認可を受けた者

を除く。）が定め

た保安規定の変

更の認可 

げる場合

以外は３

月） 

（略） （略） （略） 

発電用原子炉設

置者（研究開発

段階炉に係るも

のに限り、第４

３条の３の３４

第２項及び第４

３条の３の３５

第２項における

廃止措置計画の

認可を受けた者

に限る。）が定め

た保安規定の変

更の認可 

（略） ６月（発

電用原子

炉施設の

増設及び

研開炉規

則第８７

条第２項

各号に掲

げる場合

以外は３

月） 

（略） （略） （略） （略） 
 

  

 


